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４勝手１ に急てられて しま った り、

ぎ子のまま回い主ががから ないｌや、
まし飼い｜ご よりｌｌな１境で生ま

責任ある鼈い力が、監のあをさります。
肖た り加のよ うでタ｜］ら ない人も觚
「ＩＥしい巷の戮いフぎ」、

侵し く皀め、

″猫と人が笑顔で１ごせる１１台県　 を目ｍしましよ
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タｌ：ｌ つちよつ た７

①慳ｍ：飼いまし ようｏ

□

ｌｆｆ

）　 ３ど！事４やＳ回士のケンカ、を染きなどからＳをぞりましょう。
また、ふん尿や嗚き声、ゴミを荒らすなど、 周囲の方への１ご慮も

ｙ． 飼い主の責任です。戮囲への迷惑は、猫嫌いの人も増えてしま
うので、 Ｓのためにも｀なりません。

②不ｇ・ き：勢を しま しよ うｏ
Ｓい猫に子供がｔまれたら、その先の子供たちに責イＥＥはとれま
すかｙＥのメス猫から子猫が生まれ、へ年後は合計２０Ｆ以上
になることも。１４∃Ｅ・去勢をすることは、病気の予防やストレスの

Ｘ｀ 軽減、マーキング行為の減少というメリットもあります。
Ｗｆ ｌｙａ

Ｗ９ ゆφＳ

・－ Ｗ心９

－・ ＷＷ （３）所有勉明示をし まし ようｏ
開いたドアや窓から脱走したり、突然の災害で行方ぷ明になるこ
とも考えられます。連絡宍を書いた迷子札を首輪につけたり、
マイクロチップを施すことで、 飼い主の元に戻ることができます。

≪お問合せ先―慂；加

Ｘお問合せ受付時間　８：３０～１７：１５

指宿保ＳＲ

加世 Ｅ日９健所

９集Ｒ９健所

川薩保ＳＪ听

１±１水９偏１所

大口保Ｓ所

姶良保偏ｌ所

鹿屋保偏１所

０９ ９３ －２ ３－３８ ５４

０９ ９３－５ ３－２３ １７

０９ ９－ ２７ ３－２３ ３２

０９ ９６－２ ３－３１ ６７

０９ ９６－６ ２－ １６ ３６

０９ ９５－２ ３－５１ ０６

０９ ９５－４４－７９ ６０

０９ ９４－５ ２－ ２１ １３

ｔ掫怎、保健所

西ｉ之表保健所

屋久島保Ｓ所

名瀬保健所

Ｓ之島保健所

ｌ］物愛護センター

県庁生Ｓ衛生課

０９ ９－４７ ２－ １０ ２１
－

０９ ９７－２ ２－００ ３２

０９ ９７－４ ６－ ２０ ２４

０９ ９７－５ ２－５４ １１

０９ ９７ －８ ２－０１ ４９

０９ ９５－４４－６３ ０１

０９ ９－２８ ６－２７ ８８

一

一



【税務課からのおタミロらせ】

軽自 動車八び原動機付 自転車等の
回覧

名義変ぞ ・抹消（廃車）の手続きはお早めに！

軽自 動車税（種９１割）は 、原せ、 軽自 動車、小型特殊自 動車、農Ｓ車な
どをその年の４Ｒｙ万年、ぶミｔ冂二八１ま！八ふに・ａされます。

※ヽ 次の場台には 、３ Ｊヨｌ苡愈でしにきず手続きをしてください。
なお、ａ・で手縦きできるのは、特定小Ｓ置Ｍ、 ＩＵ∩但」こＬｎりｉ．び小ｓ

のみです。
－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－

ヘシ車両の廃車・ 売却 ・ｊｌＳなど　⇒　 廃車ＪＩ をしてください。 （ナンバーも持参してください）　゛

う車両の贈４ ・キ目続 ・ｉ換など　 ⇒　 ４５ 義変更・をしてください。

うｌｉ有者がさくなった場合　　⇒　 廃車届または１義変更ＪＩをしてください。

うＩＩ外から転入された方　　 ⇒　 標識（ナンバー）を新しく登録してください。
（前住・地で使Ｊｉｌ していたナンバーを持参してください）

丶

ｌ：ｒタ１・へ転ｉされる方　　　 ⇒　 標識（ナンバー）を・えて。廃車ＪＩをしてください。

１９ 上Ｓの亭鴾きが舶い場合、 朦貘されますのでご癰當《だざいｌｌ
車・により手続きを；ほう場所が異なります。詳細は下表をごＲください。

原動機付自転車

／か型特殊自動車

別

特定小ｌｌ原Ｍ・

５０ＣＣ以下

５０ＣＣ超９０ＣＣな下

９０ＣＣ超１２５ＣＣな下

ミニカー

農耕用（ トラクターな ど）

その他用（タイヤショベルなど）

小ｌ二輪 （２５０ＣＣ超）

軽二輪（１２５ＣＣ超 ２５０ＣＣな下）

軽自動車五輪

乗用

軽自動車
回輪な上

貨物

手続きを行う

大崎ＩＩＩ役ｔＬ税務課
ＴＥＬ　０９９－４７６－１１ １１

（内線１　１３ ・　１　１４ ・　１　１５）

ＴＥＬ　０５０－５５４０－２０８９

自家 ＪＥｌｌ

営業用

自家用

営業用

鹿Ｒ亠県軽自丿車協会
ＴＥＬ　０９９－２６１－４０ １１

［おＭ台せ先］大崎ｌｌｒ役場 税務課１１１ＴＲ税係 ＴＥＬ　０９９－４７６－ １１ １１　（１大Ｉ Ｓ１ １３ ・１ １４ ・１ １５）



車検時の軽自動車税（種別割）納税証ｉｌ書 （継続検を月）

の提示が省略されます。

令和 ５年 １Ｊモｊ より ，軽 自動車（鰯こ輪・ 四輪に覧る） に係 る軽自

動東税『種ｊ６１』割）の車両 ごと の納付状況を，軽 自動車検を協会が，

オンライ ンのシス テム 「軽 ＪＮ ＫＳ 」に より 確認でき るよ うに なり

ました。

これまでは軽 自動車の車検 （継続検ま） の際 に， 「軽 自動車税

（ミ別割）翕税証明書 （継寵審をＪＩ） 」を提示する 必Ｓがあ りまし

たが，紙の納税Ｅ回書の提示が原則不要 とな ります。

ただ し， 下Ｅのよ うな 「軽　ＮＫ Ｓ　 上に゜納の？ｌ録がされてい

彑ｋｊ槌濃座について は， 従来 どお り紙の納税証明書のを示が必要
です。

【変更について】

すべての二幅小型 自動車（排気ま２５０ ｃ　ｃ超 の二輪車）につい て，

　

割） 納税ｉ図モ｜ 書（継続審査用） 」をを示する必Ｓがあ りま した が，

紙の納税証回書の提示が原則不要と なり ます。

Ｏ　 ｒＳ ＪＮＫｓ 」上に完Ｍの！ｌ録が されていないｇＥ輪・ 四輪 ・小型二

・拠暁直後（納付から ２■ 間程度） で， 軽Ｊ ＮＫ ｓに納付状菰が徑恢さ れて

いない場合（翕イ才後すぐに車検を受ける場合， 納税　ｊ！知香 （右殲）の

納税証回書を ご利用く ださ い。）

奈納付方法によっては，反１央する まで ２１１間程度かかるこ とがあり ます。

・４ １２ 日Ｊヌ降の異・かミに より ，令ｉ口 ７年度の課税がさ れて いない場合

・筒象車両に過大の未納がある ４合

ＯＭ税Ｅｉ書の送付を廃止 しま す（ 口座振替）

・こ れま で口 座振替で軽自 動車税を納吭された方について は， Ｍ税た９書を

き付 して いま した が， 「軽 ＪＮ ＫＳ 」の」１用開始に より Ｍ付情報の確Ｓが

電子化されるため，省資源化を推進する観ぶ；か ら令和５ 年度な降の納税

証回書の送付を廃止し ます。納税の確認は， 振替 口座のを帳Ｅ帳に より

ご確認く ださ い。

【お問い合わせ先】

大崎ぢ攷場ｉ　税務譟 ｐｌＴ民税係 （軽自獵冪税担肖）

Ｔ　Ｅ　Ｌ　 ０９９－４７６・ １ｎ １　（ｐり線 ｎ３～１ １５）



住Ｒ税非課税世帯の皆さまへ ｜田岡 む大崎町
ＯＳＡＫＩ・ＴＯＷＮ

や１１６ 年度住Ｅ税非ほ税世帯に対する臨時給付台１ 世帯当た　 ３万 ＰＥＩ　 は、 住Ｅ税

非ほ税世帯を支援する給付台で す。

上記の世帯で、かつ１８歳以下の夕１１童ｌｌｚ成１８年 ４　ｊｉｌ　２　日生まれ以降 が世帯員にいる

Ｓ合、対象児童１ 人当た　 ２万ＦＥＩを追加支給いたします。

給付台対象者には支給ｌ詼［］書又は確回書を郵送しています。

１世帯当たり ３万 ＦＩ ／対象児童１ 人当たり ２万 Ｆ９

・令和６ 年１２Ｊｉ！１　１３日時点て大崎ｎこ住ＲＲ録のある世帯

・世帯全員の令１０６ 年度住Ｅ税均等割が非ほ税であること

・せ帯の中に住Ｒ税がａＲ となる人、又は住Ｒ税が非ほ税 となる所得が未申きである

人がいないこと

・世帯全員が、住Ｒ税がほ税されている他の親族等の扶養を受けている者のみで瓶成

された世帯でないこと

●●

９ｇ

【支給通知書が届いた方】

・Ｅａの□ａにＳ・がないｊ１台　　手縦きはあり ません。 （Ｓａａの口ａへおＳｉλみいたし ます）

・記載の口座に変Ｚがある場合　 振込を希望する通帳やキャ ッシュカ ードのぢ し及び世帯主の

本人・ｓＳａのぢ し（索午ａＥやマイナンバーカードなど）が必ｓです。

２Ｊｉｌ　１　９　日（水） まで にａＳ｛ＩＳＩ祉ほ社台福祉イ京までお串しｉく ださい・

・・ＳａをＳａされｊ１台 ４　ｔ！！帯圭の本人確認書類のぢ し（索午§ｉＥやマイナンバカードなど）が心

要です。 ２Ｊｌｌ １９ 日（水）までにａｊｌ　ｇ９福祉ｓ社台ネｌ祉イ奈までお申しｌ ください。

【ＳＳ書が届いた方】
必ｌ事ＪＩをＥａの上、必Ｓな添Ｗ孰類を回むし、３ 月２１日 金： までにごＳきください。

【申請が必Ｓな方】

・ａ準日（やｉロ ６年１２Ｊ≡１１３日 ）以、１４に４１Ｓｊ］Ｅ串きによ り４ドＳＳｔ！！：帯となった力

・令１［１６ 年１ 月２ 日から１２月 １３ 日までに町外から転入 した方を含む世帯

・税の串告を行つ ていない方を含む世帯　など

Ｘその他、対象となる とＳわれるが支給通知自、 認皿がＳいていない力は下 Ｓａのま。先へお

問い台わせの上、 対象となる場合は ３月 ２１ 日までにお手続き ください

大崎ＥＢ］’役場 保健福祉ほ社会福祉係
ｊ

ＴＥ Ｌ　：　０９ ９－４７ ６－ １１ １１ （内Ｓ１ ３７ ，１ ４０）
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乙

心がもやもや した り、 ざわついたら、電話や ＳＮ Ｓで気軽に相談できます。

口

口

検索まも ろう よこ ころ相談窓口 はこちら特
り９と． くら し、 みらいのためにｉ生Ｓｌ ｉｉ

Ｍｌｎｉｓｔｒｙ０１ ＲｌｉＵＫＬａｂｏｌｒａｎｄ Ｗａぴ四

いのち

支える

Ｊｉｌは自殺対策強化 ＝間です。
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臟箏隶の暮」ノ’つ
へ　 奨学金について

χ－’
ヽヽＪ

大崎ぼで は、 学校敦鴈をに規定する高等き校以上のき校に進き （在学） されるき

まを対象 とした奨きま を募集してお りま す。 また、卒鶚４に本 日ｌｒで後継者等 として

働く 目的でｔ学される方を対象とした産業後継者育成奨学金もあり 、条件を満たせ

ば返還金が免除される奨萼金制度もありますので、串込みを検討してみてく ださい。

２　 奨学金（貸与）の額

①高等学校・ 高ち罨修啓校

②高等専ｒｌｊき校

③大き・ 焉ｎ学校

ｇ顔 １５，０００ Ｆ９ （年額へ８０，０００ Ｐヨ）

Ｊ目顔２５，０００Ｆ９（聒・額３００，０００ Ｆヨ）

ＪＥｉｊ 顔３０，０００　ＰＥＩ　（年額３６０，０００ Ｆ９）

３　 申；ａ資格

令和７年４ＪＥ：ｌ現ぞＥＥ、 まの要ｆ牛を■て満たす者。

（ｆ）高等き校Ｕ上のや校 （予備校 を翳、く ）にぞＥキしてい る。

②９１者が大崎回Ｊぷこ３ 年ぶ上回ｎＥ している。

③修ゆする意まがあり、きＭ・ 人物ともに優秀である。

※上Ｅの（１）か ら③に該・するちは、 回申ｊｌの串ほを＝ほ うことができます。

不明な点は、 教育委員会管Ｓ深深でお問合せ ください。

４　 ＥＩヨし込み受付期間

ｔ１０７ 年２ Ｊｉｌ　２　０日　（金：） から 同年 ５　Ｊｉｌ　８　日（木） まで （ＳきのＳ合も６着）

※土曜日，日曜日，祝日を除いた日の， 午前８時 ３０ 分から午後５時１ ５分まで受付

けます。

５　 串しｉ２，みに必要な　類

①ａりき金・ｇＥｐ・Ｓ（ＳＳ第１ ９）

②・ｇｉ ｉ．■薦・（ＳＺ・２ ｇ：）、 または成績ＥＥＩ■（鳬私）６ 年度の衽。籍校で作成）

③きｇｉｌＥＩＳ （ち禾口 了年ほのを籍校で 笄１ ？ラ）

④ち享０ ５年ｑ＝１の所９額韶ＥＥＩＳ （を縦皿果て発５、ｉｌ帯ほＥ人２ ＝呂が・ ａｌ ・で）

⑤納ａｌＥｌき（９ＳｍＲほで発ぞｊ、 ま帯９Ｅ人２名お ・各 ｌｇ）

⑥住ＳＳ１本

※①の申Ｗ肱と②のを概言の様まは、教育ｔ員包Ｗ四、にあり ます。

（本町のホームページからも、 様式をダウンロー ドすることができます。）

回湎京七ごＲく湎縦
ｙ；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ



６　産業後継者育成奨学金について

’卒業後、本明で農林水産業や商工業などを後継又は新規開業することを目的とする者
へは、産業後継者育成奨学金という奨学金を貸与 し、 卒業後、 本明において下回に掲げ
る形態で就業したときは、 就業の日から起算して５年間返還を猶予 し、 ・その期間経Ｓ後、
産業後継者育は奨学金の目的を達成した場合は、 返還を免除します。
。‾ 奨学金返還がＱ除される就業形態等

１ －－・・ －・。〃・

・継者の場合　　　・９護吝か、 本ＲＩにおいて農林水・業や商工業等を営も者（家族
Ｘ　　　　　　　　　　　経営の５２１人もＩＪ）で、後継者として、 就業する１台。

新規開業者の場合

一一　－

・ｓ本本水産Ｍや商工業きのｇ営・が、 後祖きとして認めるｓ合。

一経営体に、 奨学金返還が猶予されている者が複１叉いない場兄
・卒業後、本ｍにおいて農林水産業や商工業等を新規開ま した場１
合。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼

．Ｓ４回 回Ｓ ｌｊがこ とが、寓観白１こ屈Ｅ Ｅ！目できる場合。　　　　　　　｜

了　 奨学生の・考 ・決定

・ｔｉｌ期間Ｍ了４、 奨き生き考Ｓ員台による選きを縦て、奨き生を決■します。

１へ　ＥＩヨし込み ・お問い合わせ先

大崎ａＵ教育委員会管理Ｓ 庶務係

電話番ｇ　０９９－４７６－ １１ １１ （内線４１１　・４１４）

８　 奨学金の返還方法 （普通奨学金の場合）
○卒業後 １年を経ａした、目から、 その全額を貸与期間の２倍の期間ぷ内に月賦、半年

賦、 または年賦で返還 して いただきます。

○卒業する年の最後の貸与ＪＥ：ｌ に『奨学金借用書 （連帯保証人２名 ゛Ｅロ饂証明添付）』と
『奨学金五運計回書』 を提ｉしていただきます。

９　返還金に係る延滞金について

Ｓ京金は、ＪＥヨ 賦、 半年賦又は年賦で返還していただきまずが、 ｊＥ当なＲ・なくぶ京期
限を経過すると、 返還期ミの翌日から起算して退京する日 までの２滞金がぷ京台に加算
されます。

１０　連帯保証人について

連帯保証人は、父母兄姉又はこれに代わる者Ｒび成年者で独立の生計を営み、かつ奨
学金の返還の責を翫。い得る者。

一一一一 一一 一一一一一一一一

＝ｌ※　なお、この｜；ち｜容はｔｌ］ 了年Ｓき１１！】予鶚。のａ！：Ｚがｌｌｌｑ＝となりますのでご了承くださ｛、ｉ｝
－　　　　　　 一一。　　　　　　 ”７－－｜回　　　　　　　　 一　 －　　　 丿　　　　　　 回　　 ’　　　　　Ｉ


